
1 自転車ヘルメットの所持・着用について

・令和５年４月１日から、

自転車に乗車する全ての方を対象に、

乗車用ヘルメットの着用が努力義務

となりました。

・自転車事故で亡くなられた方の致命傷と

なった部位は頭部が約７割を占めています。

・ヘルメットを着用しないと、

致死率が約２．４倍になります。（警察統計資料より）

・ヘルメットは、頭部への衝撃を軽減する

大きな効果があります。

・令和８年度県立高校・特支高等部入学生から、

自転車通学の許可条件として、

ヘルメットの所持が必要になります。

お子さんの命を守るため、

ヘルメットの購入をお願いいたします。

２ 自転車損害保険に加入していますか？
・交通事故には、「被害」、「加害」、「自損」の場合が考えられますが

いずれの場合も、自己責任です。

・生徒が加害事故を起こした場合、多額の損害賠償が生徒本人や、

生徒の保護者に対して請求されることがあります。

・「静岡県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」では、保護者は子が自転車を利用

するときは、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務付けられています。

・加入をお願いいたします。
（加入している自動車保険の特約等で自転車損害保険に相当する補償が付いている場合は除く、補償内容を要確認）
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3 交通反則切符（青切符）について

４ 県内高校生の交通事故発生状況 （警察統計資料参照）

・令和７年中の高校生の交通事故は962件、そのうち自転車事故は765件です。

お子さんに対する交通安全の声かけをお願いしたいます。

・令和８年４月１日から交通反則切符が適用され、自転車乗車中に

交通ルールに違反すると反則金を納めることになります。

〇交通ルールをしっかり守り、

自転車を利用しましょう。

○自転車に乗りながらスマートフォン

を触ったりしていませんか？

〇16歳以上が対象になりますので

高校生も適用対象です。

高校生の交通違反に多いものは、

一時不停止、安全不確認です。

自転車事故は登下校の時間に多く

発生しています。


